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一ロースクール論争と「韓国的エピソード」一

久保山　力也
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緒　言

　韓国においては1993年以来、主に政府主導によって司法改革が進めら
　　　くの
れてきた。改革議i論の進展に伴い、その関心は法曹養成制度改革、特に
　　　　　く　ラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のう

ロースクール制度導入へとシフトしていくが、この過程で法と社会に関

する多くの問題点が明らかになった。従来の「司法改革」論は、「法曹
　　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くらう　　　　　　　　　　　　　　くの　　　　　　　　　く　　

二元論」、弁護士受任料問題、事件ブローカー、前官礼遇等を主たる問

題関心とし、これをどう克服するかというところに重点をおいてきた。

いわば「司法改革」は政治の領域の問題としてとらえられてきた感が強

い。しかしながら、ロースクール論争は法学教育、司法試験体制そのも

のに対する疑義に端を発し、やがて主たる問題関心となることで、内在

的な諸問題を浮かびあがらせてきたのである。

　ところで、わが国と韓国とにおいて、ほぼ同時期にロースクール論議

が巻き起こったことは注視に値する。ロースクール制度はいうまでもな

く、法曹人養成制度改革の一連の作業のなかで議論されるものであり、

いわば内政問題にすぎない。また、わが国の法曹人養成制度と韓国のそ

れとは関連性のないものであるはずである。にもかかわらず、この時期、

両国をロースクール論議が席巻した理由は何であろうか。いくつか考え

られるが、法律サービス市場の開放問題はその1つである。しかしこれ

については、わが国と韓国との間には時期や対応の面で若干の差異があ

り、すぐにロースクール制度導入問題を国際的課題へと持ち上げる根拠

とはならない。わが国の法、司法システムが現代韓国のそれの基底的な

ものとなっている事実も、一面では両国の関係性を示すものである。け

れども、それらは連動する性質のものではなく、植民地時代の法、司法

システムが伝統的な韓国の法社会と齪鶴をきたすことはあるとしても、

それではなおのことわが国における改革論議の発端を説明することがで

きない。とすれば、偶然の一致と考えることが自然なことのように思わ

れてくるようになる。このようなこともあり、このことは両国において
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まったくといっていいほど関心事とならなかった。

　法曹人養成制度改革は、法曹人の量的拡大の正当性を必須の条件とし、

結果として法と社会に大きな変化をうながすことになる。わが国と韓国

との無数の接点もこれにより少なからぬ影響を受けることが想像に難く

なく、むしろそうなることは法曹人養成制度改革の前提でもある。この

ようななか、韓国の司法改革、法曹人養成制度改革の動向だけではなく、

その根本に何があるのか、何が語られたのか、法と社会に内在的な問題

に対する、より積極的な知の働きかけは、多くの誤解と認識不足解消の

ために不可欠な作業の一つである。

　以上のような問題関心から、本稿以下数稿で、この時期大きく揺らい

でいる韓国の法と社会の内在的諸問題について整理してみることとした

い。本稿はまずはじめに、ロースクール導入問題に焦点をあて、韓国の

法と社会が直面している問題を明らかにしていく。ロースクール導入間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　ラ
題に対しては「失敗」とみる見方が強いが、いわゆる「韓国的エピソード」

によりロースクール導入「失敗」を説明する従来の議論を疑問視し、ロー

スクール論理、法学教授論理等の再構成から問題に接近していきたい。

第1章　ロースクール論争のメインストリーム

1　「再開」一2003年

　2003年7月14日の『朝鮮日報』社会面に、「ロースクール導入、4年

　　　　　　　　　　　　　　　　の　
ぶりに再び論議」という記事が載った。

　「大法院（最高裁判所一筆者註）反対撤回…25日、『法曹人養成制』討論会」

　司法試験と司法研修院制度に代表される既存の『法曹人養成制度』を改善す

るための論議が4年余ぶりに再開される。

　法曹人養成制度改善は、司法改革の核心課題に数えあげられてき、さる金泳

三、金大中政府で論議されていたものの実現できずにいた。特に、今回は大法

院が『ロースクール（法科専門大学院）導入反対』という既存の立場を撤回し、
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開放的な姿勢で臨むということで、以後論議の行方が注目される。

　（中略一筆者）

　大法院関係者は『司法試験応試（受験一筆階調）者が年間3万名にのぼるな

ど、大学が考試（試験一筆者註）学院（予備校、塾一筆者註）化される状況にあ

り、これを打開するための論議が右往左往し、今回討論会を行うことになった』

と述べた。

　DJ（金大中一筆者註）政府当時の99年、大統領諮問機i関、新教育共同体委員

会は『法学専門大学院』制度を建議した。3年制法学専門大学院を終えた者に

司法試験1次試験を免除するという制度で、アメリカ式ロースクールに近づく

ものであった。しかしながら、同時期に、別の諮問機関である司法改革推進委

員会はこれを採択することなく、既存の司法研究院を代替する『韓国司法大学

院』を設立する方案を提出した。

　このように二つの諮問機関がまったく異なる案を出した後、論議は足踏み状

態となった。先だってYS（金泳三一筆者註）時にも、世界化推進委員会がこれ

を論議したが、結局司法試験合格者のみ1000名に増加するということにとどま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10）
り、はっきりとした成果を出すことができなかった。

　学界の場合、主にロースクール導入に重きを置いている反面、大法院を含め

て既存の法曹界はこれに否定的な立場をみせるなど、意見の相違が大きい。日

本は今年に入って、司法改革の一環としてアメリカ式ロースクールを導入する
　　　　く　ラ
こととした」

「4年余ぶりに再開」とある。「改革」は、「継続性」をその性質とする

ものであるから、「再開」という記述はわかりづらいが、ともかく、「特

に、今回は大法院が『ロースクール（法科専門大学院）導入反対』とい

う既存の立場を撤回し、開放的な姿勢で臨む」と、大法院の反対がロー

スクール制度導入への大きな障害であったことを記事は明らかにしてい

る。なぜ「既存の立場を撤回し」たかということはここでは定かではな

いが、反対の情況は10年前のこの記事からも窺い知ることができる。

「法曹元老17名、ロースクール導入反対」

「李一珪前大法院長など法曹界元老17名は7月20日午後、ソウルプラザホテルで

会合を開き、『韓国式ロースクールである専門法科大学院案は現実に合わない』

とし、ロースクール導入反対意見を発表した。
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　続いて、『司法改革論議が法曹人大量輩出とロースクール制度導入にだけ焦点

を当てており、時限を決め拙速処理しようとしているが、憂慮を禁じえない』

と語り、『ロースクール制は甚大な混乱だけを巻き起こすことが明白であるから

反対する』ことを明らかにした。

　この日の会合では、匠気大法院長と金二三、丁二二、許二九、託種南、二心

春前法務部長官、階下鏑、李煩勇、金洪沫、李掌中前大骨弁協会長などが参席
　くユ　う

した」

　それにしても「反対撤回」の理由が不可解である。「大法院関係者」

は「大学の考試学院化」などを問題点として挙げているが、これは長ら

く問題視されてきたものであり、当然これまでの法曹養成改革理論の根

拠の一つとなってきたはずである。

　同時にこの「反対撤回」の影響が不明確である。最後のパラグラフに

よれば、「大法院を含めて既存の法曹界は」「否定的な立場」であったと

いうことであるから、法曹界の一軸である大法院の「反対撤回」がロー

スクール導入の追風となることは想像しうる。しかしながら、大法院と

他の法曹』界との関係が不明確である上に、「二つの諮問機関がまったく

異なる案を出した後、論議は足踏み状態となった」という問題状況から

して、大法院のこの「反対撤回」を過大評価することはできそうにない。

　以上、一旦「再開」を2003年7月に定めるとして、若干ロースクール

問題に関し錯綜した事態を垣間みることができた。以下「再開」にいた

る経緯を整理してみる。

2　「開始」～司法制度発展委員会と『司法制度改革白書』一1993年

　1993年、司法改革を目指す司法制度発展委員会が発足した。同委員会

は大法院主導下、32名の委員で構成され、1993年11月10日に第一次会議、

同12月28日に第二次会議、そして翌1994年2月16日に第三次会議を開き、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユヨラ
24個の案件に関する試案を大法院に建議した。それによると、司法制度

の最終目標は司法権の独立を確保し、公正で質の高い裁判を可能にして、
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国民のための司法府となることであるが、抽象的理念の性格が強く、最

終目標の達成可否をうらなう上でも中間目標の設定が不可欠となる。そ

れは①信頼の回復、②疎外階層の保護、③専門性の拡充、④法律文化の
　　　　　　　　くユ　ラ
発展、などとされる。これらの作業を通じ、司法改革の対象が明らかに

され、問題状況が整理されたことは確かである。しかし、このことがそ

の後10年の改革論議に与えた影響は、ほとんどゼロであった。このこと

を踏まえてみると、「司法制度め体系上、法院ができないものを法院に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユらう
要求し、これをできないということでもって法院を答めてはならない」

という主張は象徴的である。すなわち、法院の改革作業には限界がある

ということであるが、改革対象としての法院、改革主導者としての法院

といった立場の曖昧さがここでは見え隠れしている。多くの知識人にとっ

て、この時期「司法改革」は悲観主義と過剰期待のなかで「韓国的エピ

ソード」の文脈へとつねに吸い込まれていく危険性を孕んだものであっ

たのである。

　このような委員会の性質、理念の欠如といった諸条件に加えて、同委

員会案が一連の改革作業における機軸を提供し得なかった最：大の理由は、

法曹養成制度改編へ明確な肯定的姿勢を提示できなかったことに求めら

れる。それは次のようなものからも明らかである。表1は司法制度発展

委員会が「わが国の法曹人口現況ならびに予想」と題したものである。

　これによると、表中10余年にわたって、法官（裁判官一筆者註）、検

事数は微増、弁護士数は倍増することが「予想」されている。相対的に

数の多い弁護士数の増加に伴って、法曹人全体の一人あたりの国民数も

減少している。弁護士数の推移に着目してみた場合、1995年からは年間

200判ずつの増員が見込まれていることになる。ここで、司法制度発展

委員会の戦略は明らかであろう。当時より法’曹人養成制度改編論議がロー

スクール論理へと傾斜し、やがて大幅な体制改革を引き起こすのではな

いかという危惧があった。これに対し、同委員会は現況の枠内で、すな

わち司法試験合格者漸次拡大という施策により、改革論理のなかにロー
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表1　司法制度発展委員会「わが国の法曹人ロ現況ならびに予想」

各一人あたりの国民数
年度 人口 法官 検事 弁護士

法官 検事 弁護士 法曹全体

1993 44，040 1，288 978 2，685 34，192 45，030 16，341 8，895

1994 44，456 1，338 1，019
2，723

i2，918）
33，225 43，627

16，326
i15，235）

8，751
i8，427）

1995 44，870 1，388 1，059 3，118 32，327 42，370 14，390 8，062

2000 46，828 1，388 1，059 4，118 33，737 44，219 11，371 7，132

2005 48，407 1，388 1，059 5，l18 34，875 45，710 9，458 6，398

（前掲、入圏刈三肚遭♀判司（1994）33頁より一部分抜粋）

スクール論理が組み込まれる可能性を排除しようとしたのである。この

200名増員案は一連の改革論理においては現状維持とほぼ同様の見解と

みて間違いない。「失われた10年」の先鞭をつけることとなった司法制

度発展委員会の改革論理は、過去の論理の集大成的性格をもつという一

点においてのみ、意味の見出せるものにすぎなかった。

3　「合意」～世界化推進委員会と「法律サービスならびに法学教育の

　世界化」一1995年

　議論の流れは、1995年に入ると急速に加速する。法学教育ならびに法

曹養成制度の改編作業におけるパラダイム転換は、ロースクール論理に

より成し遂げられようとしていた。1995年1月、司法改革に関する調査

　　　　　　　　　　　　　　　　　
検討機関として「世界化推進委員会」が成立し、ロースクールへの期待

が大きく高まったのである。同委員会は、1995年2月24日の大統領報告

を通じ、「法律サービスならびに法学教育の世界化」なる報告書を同年

4月～5月ごろ正式に提出すると発表したが、時を経ず同報告書の骨子

は周知のこととなり、これまでの経緯とも併せて、ロースクール制度の

導入は間違いないとみられた。

　しかし、ここで改革論理は意外な方向へと進んでいく。それは同年3

月18日、大法院と世界化推進委員会との「合意」に端を発するものであっ



（274）243韓国ロースクール論争と「法と社会」のゆらぎ（1）（久保山力也）

ロの

た。同年4月25日には、大法院・世界化推進委員会の名で「法律サービ
　　　　　　　　　　　　　　く　ラ
スならびに法学教育の世界化方案」が公表されるにいたる。これによれ

ば、大法院は、「司法制度改革作業の一環として、’90年以来法曹人養成

　　　　　　　　　　　　　　　くユの
制度を改善する方案を研究してきた」のであり、「特に近代司法100周年

を迎える’95年に各界の意見を収敏し、具体的で実践的な制度改善方案

　　　　　　　　　　　　　　　く　
の準備のための作業を推進してきた」主体である。そして「大法院と世

界化推進委員会は共同で法曹人養成問題に限らず法曹全般にわたり非合

理的な制度と慣行を改革し、踏み出すことができるように法曹改革を推

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　ユ　
進させることで合意し、これを土台に共同改革案を準備した」とのこと

である。「合意」の経過はこのように説明されたが、振り返ってみれば、

「’90年以来法’曹人養成制度を改善する方案を研究してきた」結果は、司

法制度発展委員会の作業に集約されたものでもあった。この時期、ロー

スクール制度の導入反対論理は、大法院の意思を貫いていたとみること

ができ、大きな関心事であったところのロースクール化への移行は「合

意」により回避される形となる。この「合意」は相手の立場への理解・

共感と譲歩であった。大法院のそれは、「法曹人の需要側面で2005年頃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　　
までに9，000から11，000名の法曹人追加需要があると推定され」、「現行

300名水準の試験による法曹人選抜人員を原則的に、’96年：300名、’97

年：600名、’98年春700名、’99年：800名とし、一2000年及びそれ以後

には1，000から2，000名の範囲内に広げ、今後民官合同で設置された「法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
曹人養成委員会」（仮称）が具体的な数を決定する」としたことである。

これは、先にみた司法制度発展委員会の2005年度までに2，000名手の追

加需要が見込まれるという「予想」を全く否定するものであり、この

「予想」が事実上大法院の戦略的な意思表示であったことを考慮に入れ

ると、司法制度発展委員会ならびにそれ以前の大法院の取り組み自体が

半ば自己否定されることとなった。この大法院の譲歩を導き出したこと

は世界化推進委員会の成果とみることもできる。しかしながらその反面、

ロースクール制度導入に関しては世界化推進委員会側が譲歩する形とな
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り、あくまで現行司法試験の枠組みで法曹人数の拡大を目指すという大

法院側の基本ラインが再確認される形となった。つまり、法曹人養成制

度の改編について同方案は、「現行法曹人養成制度は世界化時代に対応

する法律家を養成することに適合しないという国民的共感帯が形成され

ているほどであり、法学教育制度を含んだ法’曹人養成制度を画期的に改

　　　　　　　　　く　
回することが望まれる」としながらも、「新学制による教育履修者にの

　　　　　　　　　　く　
み試験応試資格を与える」、「試験準備の長期化による人力浪費の事前予

　　　　　　　　　　　　　　　　く　
防ができるように三二回数を制限する」と、司法試験主義を基本とした。

そして4（法大）＋2ないし4（学部）＋3のいわゆる「専門法科大学設置

案」、法科大学（法学部一筆二二）5年制、6年二化のいわゆる「法大

学制延長案」の存在は、「この期間検討されてきた法’曹学制の二つの大

　　　く　
きな流れ」とされながらも、「本委員会の建議を土台に広範囲な意見収

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
敏をはかり、7月までに最終案を用意すること」と、ロースクール制度

導入についての明言は避けられたのである。

　しかし、この一連の動きを評価する声は高い。これまで司法改革論議

に参加することがなかったニュープレイヤーの登壇に価値をみいだそう

　　　　　く　
といったものや、司法改革論理において司法改革と法学教育改革が密接

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
な関係にあるという自覚の芽生えを評価するものなどがある。金哲沫

（1995）は、この1995年を「司法改革元年」と位置づけ、それ以前の諸

　　　　　　　　　　　　　　　　くヨユ　
改革論理との隔絶をそこにみとめたが、ロースクール論理にとっても、
　　　　　　ぐヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　う

まさに第一の波をむかえたのであった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
4　「可能性」～新教育共同体委員会と「学士後法学教育」一1999年

　ともかく、「合意」はロースクール問題を棚上げしたところに成立し

た。ロースクール論理は、法曹界、特に大法院の権威をあらためて再確

認することとなった。それから3年もの間議論は膠着状態に陥るが、19

98年6月、大統領諮問委員会として新教育共同体委員会が発足してから、

大きく前進することになる。同委員会は同年11月、傘下に「法学教育制
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度研究委員会」を興し、「4＋3」の「学士後法学教育」導入を念頭に

検討を始めた。最終的には1999年9月7日、教育改革方案の一環として

「法学専門大学院」制度を大統領に建議した。

　　　　　　　　　　　　　く　
　新教育共同体委員会の報告書によれば、法学教育制度改善の目標は、

①専門知識をもった法律家の養成、②国際競争力をもった法律家の養成、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
③職業倫理を備えた法律家の育成に置かれる。そのため大学における法

学教育は、法学知識以外の該当分野の専門知識に対する教育でなければ

ならず、正規の法学教育を受けた人物が法律家になるようにしなければ

ならない。よってその修了者にのみ司法試験の漸々資格を与えることが
　　　く　
望ましいということになる。また、司法試験は法学教育との連関性のな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
かで解消されなければならない問題である。そして、この「学士後法学

教育」の導入により以下のことが期待されるという。①良質の法律サー

ビスを提供することができるようになり、法曹倫理の改善にも寄与する。

②脱考試化により、法学の学問性が向上する。また学部制が促進される

ことにより、法学と別の学問との関連性が強くなり、法専門家の養成に

も影響を与える。③優秀な学生が法学科に集まるという現象が改善され、

大学全体の考試学院化に歯止めがかかる。④既存の名門大学の学士課程

が大学院課程へと転換されるため、大学入試の過熱化現象が緩和される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　く　う
また一発試験の比重が相対的に低下する。

　この新教育共同体委員会案はかなりロースクール論理に傾斜したもの

であった。司法試験を法学教育との連関性のなかで解消されるべき問題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　の
として位置づけ、「法学専門大学院」の設置を明記したのである。一方

　　　　　　　　　　　　　　　　く　
で、既存の司法研修院は廃止となる。「法学専門大学院」とはまさに

「ロースクール」のことであったが、結果的にはこれも達成されなかっ

た。

　理由は内容、形態両面においてみられる。内容面では、そのあまりに

も急激な変化要求である。世界化推進委員会は当初ロースクール導入を

検討する機関として発足したものの、いわゆる「合意」により、正式な
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形としてそれを公表することはなかった。しかし新教育共同体委員会案

は、「法学専門大学院」としてロースクール導入を明言したのである。

形態面では、委員会そのものが教育部（文部科学省一筆者註）指導の下、

法－曹養成制度改編に特化して議論を進め、法－曹養成制度を法学教育の枠

組みで語られるべき問題であるとしたことである。これにより多くの反

発が巻き起こった。このうちもっとも心逸的で、最終的にこの「学士後

法学教育」にとり大きな壁としてあらわれたものが、司法改革推進委員

会である。

5　「失敗」～司法改革推進委員会と「韓国司法大学院」一2000年

　1999年5月7日、大統領諮問委員会として司法改革推進委員会が発足、
　　　　　　　　　　　　く　　ラ
事態は混迷の度合いを増した。同委員会は1999年12月、最終建議案を大

　　　　　　　　　　　　　　　く　
統領に報告したが、その「改善方案」は、司法試験体制を維持し、長期

的プランとして試験自体の資格試験への転換を模索するものであった。

焦点の一つであったロースクール制度導入は否定され、代わりに「韓国

司法大学院」が提言された。これは、従来の司法研修院を拡大改編する

ものであり、その廃止を明示した新教育共同体委員会案とは全く異質な
　　　　く　の
ものである。

　このような改革案はどのように受け止められたのであろうか。表2は、

法律消費者連盟、国会仮想情報価値研究会が2000年にまとめた司法改革

推進委員会への評価一覧である。

　「市民」の立場からすると、司法改革推進委員会の改革案は「事実上

現行司法制度をそのまま維持し、改革の要求を無視するものと糾弾」さ

れる対象であった。一方、「法官」の「時代の流れに即応した改革と評

価」といった見解は実に象徴的である。つまるところ、司法改革推進委

員会案は、法曹養成制度改編を従来の司法改革論理のなかで解決しよう

とするものであり、それは本質的にロースクール論理を組み込まないと

ころに成立するものとみなされたのであった。
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表2　司法改革推進委員会への評価

市　民
司法改革案は、事実上現行司法制度をそのまま維持し、改革の要求を無
汲ｷるものと糾弾。

学　界
新教育共同体委員会がすでに専門法学大学院設立案を出しているのにも
ｩかわらずそのうえ司法改革推進委員会が司法大学院新設という別の結
_を出すことによる混乱を憂慮。

法　官 時代の流れに即応した改革と評価。

検　察
上意下達の原則が若干緩和されることについて、当たり前のことで現在
熕i行中と、特に意味を感じていない。

弁護士
大韓弁護士協会は、弁護士団体加入自由化、弁護士懲戒権の法務部委譲
ﾉ対して反対の立場を表明。

（前掲、眉暑杢司ス！q咽・テ司井杢｝層旦7國望子司（2000）99頁を参考に作成）

　敷帯すれば、表2は、「司法改革」のゆらぎを示している。「市民」

「学界」と「検察」「弁護士」の見解のずれは実に興味深い。すなわちこ

の時期、「司法改革」という定義は、一方では限りなく「法曹養成制度

改革」ないしは「ロースクール導入」に固定され、また一方では従来と

の連続【生のなかでとらえられていたのである。

　ここにいたって議論は再び膠着状態に陥る。冒頭の新聞記事はそれを

受けての「再開」を伝えるものであった。

6　小　括
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ
　10年に及ぶ改革論議は、「失敗」に終わったのであろうか。この「失

敗」の原因について、「法曹界の反対」に言及することは一般的でもあ

り、容易である。新聞記事の伝える「再開」、「大法院反対撤回」もその

流れでとらえる必要がある。

　しかしすべての問題の原因を「法曹界の反対」へと収与する従来の見
　　　　　　　　　く　　　
解はどうであろうか。いわゆる「韓国的エピソード」を、括弧づきの

「政治」が問題を消化、吸収していく現象を端的に示したものであると

するならば、「合意」や「可能性」、「失敗」と「再開」そのすべてが

「韓国的エピソード」へと溶かし込まれていくその構造自体もまた「韓
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国的エピソード」であるという循環の構図が浮かび上がる。しかし一方

で、法曹養成改革に韓国の法と社会に対する挑戦という意味を読み込む

ならば、それは本質的に「韓国的エピソード」に対するものでなければ

ならず、それを超えたところに求められるものとならなければならない。

この視点によれば、「再開」にいたる過程は、「韓国的エピソード」の克

服過程でもあったとみることができる。

　であるとするならば、一見「大法院反対撤回」や近年の相次ぐ韓国型

ロースクール構想への期待感の醸成には法曹界の権威が大幅に関わって

いるようにみえるが、むしろロースクール論理が韓国の法と社会を揺り

動かすことにより、そしてそれが「韓国的エピソード」と対立していく

なかで、司法改革論理そのものをも取り込むようになっていく過程に、

より力点が置かれねばならない。

　1995年以来、ロースクール論理は、司法改革論理と対決してきた。

「合意」そして司法改革推進委員会の作業は、ロースクール論理を「韓

国的エピソード」の空間で処理しようとするものであった。その試みは

現実的には半ば成功し、半ば失敗した。換言すれば、ロースクール論争

のメインストリームは、ロースクール論理を「韓国的エピソード」と

「司法改革論理」とが呑み込もうとする過程を歩んできたが、ロースクー

ル論理は次第にそれらを駆逐していきながら、逆にロースクール論理が

それらを規定するようになる。次章では司法試験、法学教育問題の再構

成から、ロースクール論理の構造の一端を明らかにしてみたい。

註

（1）後述するが、1993年を司法改革の一つのメルクマールとして考えること

　が可能である。

（2）　わが国における議論と同様、「法科専門大学院」「法律専門大学院」等さ

　まざまな用語で代置されることも多いが、本稿では固有名称として用いら

　れている場合を除き、原則として「ロースクール」という語を用いた。

（3）　「法と社会」の概念とそれが意味するものも大きく揺らいでいる。従来



（280）237韓国ロースクール論争と「法と社会」のゆらぎ（1）（久保山力也）

　　韓国では「法と社会」と「生活法律」（日常法律）の境界が非常に不明確

　　であった。しかし近年、「法社会学」の全体像が把握されはじめるととも

　　に、「法と社会」が「生活法律」と切り離される傾向にある。

（4）　「法曹一元論」を皮肉った用語であるが、韓国においては「いつのころ

　　からか法曹二元化現象が染み付いてきた」（司書エ（1994）「矧呈｛｝軒項1外

　　早舟過書釧旦州」、『唱ユ牛痘｝・」司』　（9）、智4斗日1瑠朴、29頁）。その改善に

　　関しては意見の相違がみられる。例えば法曹界は、懲戒の強化によって現

　　状を改善しようとするが（入㍗唱7胴手剤♀囲司（2000．a）『民主社会暑♀1

　　を司法改革』、朴唱71㌍手萢♀1週司、450－460頁）、学界は従来法曹一元化

　　論理を強く主張してきた（これに関する議論は多いが、たとえばを君モ

　　（1999）「四十司剋咽昌運司雪魁」、『号司旦』（388）、耳糞朴早淵、60－63

　　頁参照）。

（5）韓国の弁護士の受任料は、GNPを勘案すれば、ドイツの40倍、アメリ

　　カの12倍になるという説もある。叫菩冊（1995）「咽華甲舟下調圏内三釧

　　7月司」、『大学教育』（76）、韓国大学教育協議会、26頁参照。

（6）　金敬得（2001）は、刑事政策研究院が行った弁護士に対する面接調査の

　　結果を紹介している（金敬得（200！）「韓国の法曹制度」（シンポジウム制

　　度としての法曹）、『比較法研究』、比較法学会、有斐閣、63－65頁）。これ

　　によると、面接調査に応答した弁護i士489名のうち62．3％が事件ブローカー

　　の雇用慣行、53．6％が事件紹介の対価支払い慣行があると応答している。

（7）　「前官礼遇」は、「アメリカ、ドイツはもちろん同じ東洋文化圏である日

　　本にもない非合理的思考の産物」（李榮蘭（1995）「朴下刈三，豊噌到暑

　　刈召斗瑚閤居書」、『遇墾司法制度、早鼓01暑刈剋叫？』、21矧71層司7η

　　世望辛杢、2頁）とされる。

（8）　韓軽爆（1995）「法曹改革釧現況斗法学教育潮改善方向」、『刃ム日ム』

　　（28－！）、韓国法学院、9－33頁参照。なおこの用語は抽象的であるが、政治

　　的文脈によって問題が解釈され、権威主義によりそれが処理されていく韓

　　国の社会風土と精神風土そのもの、あるいはそのような思考方法を総括し

　　たものであると理解できる。

（9）　これに関連して、従来司法改革と新聞との関係についての指摘がなされ

　　てきた。たとえば梁彰沫（1995）は、新聞紙上で読者を誤慣するような論

　　議が展開されていったと批判している。梁蝉茸（1995）「法学教育釧問題

　　点」、『刈ム司ム』（28－1）、韓国法学院、13－14頁参照。

（10）　「司法試験合格者を毎年100名ずつ増やして、1000名をとるとした金泳三

　　政府の約束は、金大中政府に入って反故にされてしまった」（李相敦
　　（1999）　「唱軒5三舟011　亡η重｝　嘩｝ノ冒　一呈　ム暑　ス11三三．］≡三（召　｛｝ス刊斗　宅｝弔呑11ス3一」、

　　『法学論文集』（23－2）、中央大学校法学研究所、86頁）また、金大中政府
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　　は司法改革において、「結果的にはどんな成果も挙げることができなかっ

　　た」（：馨二二・（2000）「三二釧層早・二二71司二二7刊、『招口1三層二二

　　層7η噌2ki瑠叫二二二二刈回1垂蔦｝呈喜司』、10頁）とする見解もあ

　　る。そもそも金大中政府は、検察改革、法院サービス改革、法曹倫理改革、

　　法学教育改革を四つの大きな改革目標としていた。

（11）　『朝鮮日報』、2003年7月14日。

（12）法曹NEWS（1995）「唱益望呈17望，呈ム三三（召二三」、『司法行政』

　　（95－8）、韓：国司法行政学会、4頁。

（13）　改革の内容等は二二二三唐週♀1組剥（1994）上下巻2，000頁余にまとめら

　　れた。朴二二三三週♀1二二（1994）『司法制度改革白書』（上）（下）、三唱

　　刈呈二二羽晶晶参照。

（14）前掲、入膳二三曽遭♀1望司（1994）10－11頁。

（15）　　三碧　　（1994）　「’入｝咽ズ11玉E7刊司91　二二」牛　・モ｝ズ繭相」、　『噌ヨ三ズ1｛｝　ノ・｝・㌃習71司コ｝

　　二王誓層』、無二旧記皿咽斗司尋、22頁。三層は当時ソウル高等裁判所部

　　長判事の職にあったが、一連の発言は個人の意見であり、法院を代表した

　　ものではないとしている。

（16）　「世界化」とは多義的であるが、「金大統領がいう世界化とは、韓国を

　　『周辺国』の立場から跳躍させ、『世界の中心国家の一員』たらしむように

　　発展させようとするものである」。（沈二二（2000）「韓国の司法制度改革

　　の動向と展望」、『立命館法学』（269）、立命館大学、335頁）。

（17）　この「合意」に大韓弁護士協会は鋭く反応した。以下に掲げるものは大

　　韓弁護士協会が出した声明書（1995年3月7日付）と同（3月27日付）で

　　ある（大韓弁護士協会（1995）「法曹改革叫二二♀二二見解」、18－20頁）。

　　「大韓弁護士協会は去る一ヶ月間、行政府にて設置された世界化推進委員

　　会において論議されている司法制度ならびに法学教育制度に関して深い関

　　心をもって見守っている。（一部省略一筆者）司法制度の改革が、行政府

　　で一方的に論議されていることは明白な誤りである。司法制度の改革に試

　　行錯誤があってはならない。これまで数十年もの間、司法制度を運営しそ

　　の改善に尽力してきた大法院、法務部、大韓弁護士協会に主軸を置いて改

　　素案を構想することが試行錯誤を防ぐ途である。主務部署を排除し公論を

　　も無視したまま改革案が整えられ試行されるならば、これは誠に国民のた

　　めの方途となるべくもない。それは、三回分立の原則にまったくそぐわず、

　　司法府の独立性を侵害する行政府の独走に違いない。大韓弁護士協会は、

　　この問題が民主精神と三権分立の精神に立脚して取り扱われなければなら

　　ないと確信するものである」（1995年3月7日付）。「近頃、行政府に主導

　　された司法制度ならびに法学教育制度改革に関して、大法院が世界化推進

　　委員会と共同で研究を行うこととし、法務部もこれに同参すると伝えられ
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た。しかしこのような共同体により司法制度の改革が論議されることは、

まったく根本的な誤りである。三権分立の民主政権下において司法府は行

政府と対等で独立した憲法機関であり、司法改革に関して一つの立案と実

践の主体として尊重されなければならないのであって、現在の構図は、司

法府が行政府の諮問機関的役割を抜け出せていないことを示して余りある。

また、行政府において、1995年4月25日に時限を決め、短時日内に業務を

推進することも大きな間違いである。改革作業が、時限に追われて十分な

論議と検証もなく終結することは決して許されない。行政府が国民の世論

に負い、司法改革の問題を提起し、その必要性を力説したことは意味のあ

ることであるが、それ以上の影響を及ぼそうとすることは、三権分立の原

則にそぐわず、司法府の独立性を侵害する結果となるということは重ねて

指摘してきた。司法制度の改革は、歴史的意義において重大な課題であり、

論議の主体と方式においていかなる掻疵もあってはならないのである。こ

れまでは司法制度と法学教育の改革に関し、各界で自身の立場に基づいた

主張だけがなされてきたように思われる。しかしどのような主張も完全に

責任をもつものではなかった。これからは自らの立場だけを固守するとい

うことから脱して、国家と民族のため、一つの心で百年の大計を論じなけ

ればならない。それ以外の目的により国民に混乱を及ぼし、拙速な司法改

革を説くことは許されることではない。アメリカのロースクール制度を導

入するということは、われわれの法曹伝統と社会実情に照らして余りにも

不適合であるという事実も夙に国民には知られている。ソウルの大多数の

私立大学校でロースクールを設置すると公表するに及んで、ロースクール

制度がいかに曲解されているか、これからどのような弊害が引き起こされ

るか、危惧するところである。法曹人大幅増員のための一つの方法として

のロースクール制度導入に対して、わが国の正しい司法発展のため、これ

を断固として反対する。国民が願う法曹人を一夜にして誕生させることは

できない。アメリカのロースクールでは主に実務教育が実施され、修了後

には7～8年間ローファームなどで実務経験を積んではじめて専門法曹人

となる。法曹人力の養成とは、単純に数字だけを増やせばいいというもの

ではなく、必要な資質を備えた人力を選抜・養成し、適材適所にこれを活

用するということである。われわれは既存の制度を大幅に改善し、国民が

願う精鋭な法曹人力を漸進的に増加させていきながら、その人力が適正に

活用されているかどうかということを検証していかなければならない。大

韓弁協は法曹の元老から司法研修院を修了した弁護士にいたるまで広範囲

な法曹人で構城された法曹団体であり、法曹三輪（法曹三者一筆者註）中

その数においてだけでなく、国民の人権と権益擁護において決定的な役割

を果たしている法曹の母体である。司法制度の改革に関して、すべての公
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　　式的な論議は本協会を含んだ汎法曹の主導下に成り立たなければならない

　　と確信するものである」（1995年3月27日付）。いわゆる「合意」がこの二

　　つの声明書の間で成立したことは明らかであり、声明書はこれに対する動

　　揺を示しており、ロースクール化に関して反対理論が明確に述べられてい

　　る。

（18）　大法院・世界化推進委員会（1995）「法律刈司ム喫法学教育q世界化

　　唐魁」、『考試界』（95－6）、国家考試学会、17－31頁。

（19）

（20）

（21）

（22）

（23）

（24）

（25）

（26）

（27）

（28）

（29）

（30）

同上、（1995）17頁。

同上。

同上、17－18頁。

同上、18頁。

同上、18－19頁。

同上、19頁。

同上。

同上。

同上、20頁。

同上。

前掲、沈義基（2000）などを参照。

崔大権（1996）「学部教育斗法学教育」、『法学』（101）、刈金大学校法

　　学研究所、81－114頁などを参照。

（31）　金哲沫（1995）「法学教育斗司法改革到基本問題」、『考試界』（455）、

　　国家考試学会、26頁参照。

（32）本稿は、ロースクール制度導入の可能性に関して、二度の転機があった

　　とみている。この世界化推進委員会と1995年を「第一の波」、後述する新

　　教育共同体委員会と1999年を「第二の波」と考えることができる。

（33）　一方金正梧（1997）はこの時期の改革作業に対し、法学教育の基礎段階

　　である法科大学の教育体制に対してはまったく手がつけられなかったこと

　　を指摘した。金正梧（1995）「唱01司｛｝呈71斗唱潮剤日1幸｝」、『法学研究』

　　（5）、延世大学校法学研究所、218－240頁参照。

（34）　同時期、法曹改革の流れを加速させる事件が大きく報じられた。一つは

　　議政府、イ・スンホ弁護士非理事件（1998）、もう一つは大田、イ・ジョ

　　ンギ弁護士非理事件（1999）である。どちらも弁護士による汚職事件であ

　　るが、これらに対する判決が非常に寛大なものであることが明らかにつれ、

　　法曹人が特権階級であり、既得権層であることが再確認された。法律消費

　　者連盟・国会仮想情報価値研究会はこの事件の前後、司法改革に関連した

　　質問調査を行っている　（出直杢病前望咽・号司7レま千旦升ヌ1唱子司

　　（2000）「NGO面素刎鼠紙国政監査」、号一升甘一旦フ｝ヌ1望子司、320－3
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　　22頁）。「法曹非理後の法曹界は？」という問い対して（総数1，632）、大幅

　　前進（13）、多少改革（263）、未改革（1，098）、退歩（216）、他／無回答

　　（42）という結果が出ている。また、「司法改革の優先対象」を問う調査項

　　目に対しては、判事（80）、検事（280）、弁護士（386）、すべて（892）、

　　他／無回答（14）という回答がなされている。

（35）　入η三丑亮一暑暑ヌ11♀1組司（！999）　「咽司三丑舟ズ11玉三　フ肩旭91　71薯冑書一叫入を　早

　　唱司一皿舟到三望一」、苦碧南スレ豆参照。

（36）

（37）

（38）

（39）

（40）

同上、2－3頁。

同上、4頁。

同上、7頁。

同上、20－21頁。

同案によれば、法学専門大学院を設置する大学は、4年制法学士課程を

　　廃止するものとされる。なお、法学専門大学院は設立基準を満たせば設立

　　することができる。

（41）　そのため、判事・検事・弁護士の研修は、該当機関における独自的な研修

　　機関が担当することとなり、研修を修了した者へ法曹人資格が付与される。

（42）　法学教育・法曹養成制度に関する議論の詳細な記録は、前掲、神咽71司

　　柔剤♀1望司（2000．a）393－430頁を中心とする諸項目、朴咽7刊習手盈♀1剖

　　到（2000．b）『司法改革推進委員会専門委員報告書』（上）、入園フ自習苧萢

　　斜亀司、潮回連壁2論詰♀1般司（2000．c）『司法改革推進委員会専門委員報

　　告書』（下）、朴咽71司羊萢♀1組司などにまとめられた。

（43）　前掲、貝回71最手剤♀1劉司（2000．a）427－430頁。

（44）　これについては、前掲、剛樋受（2003）108－！09頁のまとめがわかりや

　　すい。

（45）1995年をはじめとする一連の改革に対し、何も変えはしなかったと批判

　　する声の代表的存在として、李国運教授の一連の論稿を参照。たとえば、

　　李国運（2003）「朴唱7η習到層ヌ1軒：咽暑升（昔層刈三州司芒釧到碧ヌ1司

　　曽到」、『ス1ム日ム』　（73）、韓国法学院、5－25頁などがある。

（46）　梁承斗（1997）は、「反対」の主体を法曹界と一部法律家たちと規定し、

　　また改善方向に対しても幾人かの法学教授や法曹人が反対しているだけだ

　　という。梁承斗（1997）「21世紀到展望斗　韓国法学教育到課題」、『法

　　学研究』（7）、封戸大学校法学研究所、1－14頁参照。
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第2章　ロースクール論理の誕生空間

1　応試資格制限論からみる司法試験の問題性

　近年、「平等」の解釈の多様化などにともない、司法試験を「もっと

も平等な試験」と公言することは非常に困難となった。このフレーズに

おいて「平等」の指し示すものとはすなわち司法試験の応試資格が特に

定められていないというものである。しかし、この応試資格は当初より

無条件であったということではなかった。1949年現代的な司法試験が開

始された当時は、大学1年修了者、予備考試の合格者に応試資格の最低

ラインが固定されていた。以降、漸次範囲の拡大、縮小を重ねながら、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りわ
1970年には大学3年修了者、予備考試合格者と規定されるにいたる。こ

のような制限が撤：廃されたのは！973年1月のことであった。これが政治

的パフォーマンスであったとしても、そこに社会的な意味合いがまった

くないわけではなかった。第一に、学力制限は憲法上の差別禁止と機会

均等の大原則に違背する。第二に、貧困により大学に進学できない英才

にその進路を開いておくことは意味がある。第三に、多元化した現代社

会において、法曹にも法学専攻者ではない他領域の専攻者の収容が必要
　　く　　　

である。にもかかわらず、なぜまた制限が必要なのだろうか。

　ナム・ヒョスン（二二｛｝）は「能力もないのに受け続ける人がいるか
ほ　ラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くらの

ら」とこれを明快に表現したが、そのほか「人生浪費論」や「国家人力
　　くらの

浪費論」からの説明が有力である。応試資格の無制限性はいわゆる職業

人たちをも巻き込み、「名誉退職」を志願して会社を辞め、医者も病院

の門を閉じ考試勉強をするといった、社会的な広がりを問題視するもの
　　くら　ラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くらヨ　

もある。一方、「純粋な独学者が司法試験に合格する例はほとんどない」

のであって、実際のところ大学にも行ってない人物が司法試験に受かり

　　　　　　　　　　　　　　　　　く　でもすれば「日刊新聞にその英雄談が載る」のである。ところで、応試

資格制限問題が取り沙汰されていた1971年当時、応試資格に関する一つ

　　　　　　　　　　　　　　くらう　
のアンケート調査が行われていた。これは法曹界（総回答数22）、行政
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府（同22）、企業体（同34）、他大学教授（同17）、学内教授（同18）、大

学院生（同9）、在学生（同39）に対して行ったもので、回答総数161の

うち、学歴に関係なく応試資格を与えるべきだとする意見は13（8％）、

所定の学歴者のみを対象とすべきだとするものは55（34％）であったが、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
法学専攻者のみに制限するという意見は半数を超え93（58％）であった。

男工資格制限問題は積年の課題であったのである。

　応試資格制限論には大きく二つに分けることができる。一つはこれま

　　　　　　　　　　　　　　く　
でみてきた「早言資格学力制限論」。もう一つは「応試資格回数制限論」
　　　　
である。前者が直接的な影響力を及ぼすものだとすれば、後者は間接的

な影響力を有するものであるともいえる。しかし、回数制限をすること

によって、司法試験応手をより慎重に行うという戦略を学生がとるよう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
になり、かえって深刻な問題が生じるという指摘もある。

　ところで、すでに確認したように、司法試験制度は応試資格無制限平

等論と応試資格制限論との対立を余儀なくさせてきたが、これは原理的

な対立であり、これのみを根拠として応試資格制限を唱えることは難し

い。しかし、司法試験の顕示的受験者、そして潜在的受験者の数量の圧

倒的増加という現実が、応試資格無制限平等論がもつ理論的な説得力を

無効化させていく。もっともその背景には、いったん合格すれば一挙に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
身分上昇が保障されるという司法試験合格の魔力がある。これは、「社

会的認定という無形のものと、金銭的報酬という両面からみることがで

きるが、どの面においてでも正当な根拠に基づいて支持されうることか

　　　　　　　　　　　　　　　　く　
どうか、問い直されなければならない」ものではあるが、個人レベルに

おいてこのようなことを意識する余裕はない。そして多くの人々は結果

として、「長い問の専攻進路の夢がかなわないことに対する敗北意識か

　　　　　　　　　　　　　　　　く　　　
ら抜け出すことなく人生を生きていく」ことになる。梁建（1991）は、

韓国の司法試験制度の意義について、「中・下流階層出身者を上流階級

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
へ」と押し上げる「社会的上昇移動の経路となった点に重要な意味」を

見出し、それが「中・下流階層出身の有能な人材が社会に対して『敵対
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
的逸脱者』となることを防ぐ機能をはたしてきた」としたが、まさしく

それが「中・下流階層出身者」であるがゆえに、その合格後は「非民主

的・貴族的な法－曹人へと転じやすく、失敗した大多数は甚だしくは10余

年もの問の努力が無駄になるという敗北意識を克服できないまま、人生
　　　　　　ぐ　
の破産者になる」のである。このように考えてみると、問題は、司法試

験のユートピア性である。ゆえに司法試験からユートピア性を排除する、

すなわち司法試験を身近なものへと「しない」ことが問題解決の一つの

方策となっていく。司法試験を法学教育の過程に取り込んでいくという

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ
作業は、この視点からとらえ直されなければならなかったのである。

2　法曹人口論問題

　「法曹人口論」という用語が出回るようになってそう長い時間が経っ

たわけではない。しかし、司法試験の合格者を何人にするのかという議

論は、保守化傾向の非常に強い法曹養成システムにあって、唯一変更可

能性を秘めたものとしてあり続けてきた。この従来の議論と「法曹人口

論」との相違は、後者が必要法’忌数を「科学的に」算出可能であるとい

う前提に立つという点にみることができる。また、現実的な契機として、

事件数の増加など統計データが提示されることが多いが、外国の法曹人

数との比較が持ち出されることもある。いわゆる「類似法曹人数」は変

数である。また韓国独特のものとして「統一論」があるが、これも変数

的要素であろう。

　事件の増加についていえば、司法制度発展委員会による改革作業が進

められていた1993年忌の事件数を100（11，622，675件）とするならば、

2002年度の全体事件数は159（18，454，961件）、本案事件は206（1，405，956

件）と実に2倍になっている。人口が100（45，011，000人）からユ08

（48，517，000人）になったこと勘案しても、本案事件、全体事件の伸び

は顕著である。これに伴い、法官一人あたりの処理件数も増加している。

2002年12月31日、稼動法官数は1，438名（定員は1，808名）となっており、
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訴訟事件の平均処理件数は3，918．4件（訴訟事件総件数5，634，683件）、平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
均負担件数は3，982．5件（訴訟事件総件数5，726，844件）である。

　法曹人数の定員増も漸次行われてきた。1956年には法官301名、検事

190名、弁護i士303名であったものが、1993年には法官1，288名、検事907

名、弁護士2，685名になり、2002年度では法官1，808名、1，357名、5，073

名、そして2003年度は法官1，888名、検事1，514名、弁護士6，127名を数え

るにいたっている。伸びは近年特にめざましく、たとえば1956年中基・準

にすると、法曹人の人数を3倍にするために30年かかったのに対し、そ

の後15年の間に、1956年比で法官は6倍、検事は5倍、弁護士は実に20

倍となっている。

　次に変数の方をみてみたい。そもそも法曹人数は当該法社会に基底的

であるが、「法曹人口論」はその「科学性」を拠り所とすることによっ

て、一般的な数値目標の割り出しを可能にした。このうち、ハン・サン

ヒ（尋甘司）とチョ・ウヒョン（至♀遇）の算出した数値が有名である。

量判司（1995）は、GNP、　GDP、事件数等を変数として適正弁護士数
　　　　　く　ラ
を弾き出した。これによると、適正数は、2010年までに最低5万名、こ

のままの状態が継続すれば7万名ほどの弁護士が必要になる。！5年の問

に弁護士数を10倍にすることに問題が惹起される可能性はあるにはある

が、その場合でも2010年に3万名ないし3万5千名のラインは最低限確

保しなければならないとされる。王♀週（1995）も日本との比較、業務

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
処理件数などから、2000年水準、適正数を27，898名と予測している。い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くアの
ずれも国際比較を通じて数値を算出するところに特徴がある。これに対

して、「類似法曹人数」変数は、法曹増員反対論から引き合いに出され

ることが多い。いわゆる「類似法曹人数」は1976年当時、法務士1，704

名、公認会計士1，119名、税務士616名、関税士59名、弁理士50名であっ

たものが、1993年には各2，513名、2，847名、2，717名、963名、269名とな

り、その後は急速に増加して、2002年では各4，818名、5，890名、5，077名、

2，831名、1，195名、2003年は各5，001名、6，444名、5，590名、2，831名、
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　　　　　　　　くアコ
1，195名となっている。単純に比較してみると、2003年度いわゆる法曹

定員が9，529名であるのに対し、上記の「類似法曹人数」は21，061名に

上る。もっとも、「類似」に数え上げられるであろう職種は他にもあり、

また「類似」のなかには公務員として勤務しているケースも相当数あっ

て、数値の単純比の問題i生は残る。二相鏑（1994）は、先進国との比較

ないし国民一人当たりの法曹数などの統計を基礎とする増員論に異論を

唱え、弁護士の社会における地位を考慮に入れる必要性を説く原理論を

展開している。それによれば、もっとも合理的な算出方法は「経済規模

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くア　　
を基準としながらここに類似法曹人数を勘案して算出する方法」であり、

「わが国の法曹人数は、アメリカをのぞいた他の国の場合と比して決し

　　　　　　　　　くアの
て少ないとはいえない」と結論づけられた。他に反対論としては、弁護

士の増員がもたらすであろう訴訟爆発の危険性を表明するものなどがあ
　　

る。

　法曹人口論は多くの波紋を投げかけた。いわゆる従前の「司法改革」

　　　　　　　　　　く　
は「漸進的、小幅的増員」を基本としていたが、数値目標の設定、それ

も想像を絶するような超大幅増の要求は、インパクトという点において

大きな役割を果たした。しかし一方、「なぜこのように数値に神経をと

　　　　　　　　　　　　　　　　く　
がらせねばならないのか理解できない」といった議論は根強く残った。

　　　　　くアわ
3　法学教育の問題性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ
　現行法学教育の問題点は指摘されて久しい。集約してみると次の通り

である。①法学教育の目標が、専門法曹人の養成にあるのか、それとも

リベラルアーツ教育にあるのかわからない（法学教育の目的論）、②法

学教育が理論教育を中心にして行われており、それも注入式講義形式に

よっている（法学教育の方法論）、③法学教育が法’曹養成へと連結して

おらず、国家に有能な人材が失われている（法学教育の非生産性論）、

④法学教育が司法試験該当科目を中心に行われている（法学教育の教科

編成論）、⑤法学修士が大量に生産されて、進路がない（法学教育の大
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　　　く　　ラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　の

学院問題）、⑥法学教育の環境が悪い（法学教育の環境問題）、⑦法学教

育の教科課程が、大学ごとにばらばらである（法学教育の大学間格差）。

①の法学教育目的論に関していえば、それをリベラルアーツ教育と専門

　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
法’曹人教育の二重構造とする見解が強い。②は古くからの論点ではある

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
が、「ほとんど全員が司法試験に合格して法曹人になろうとする」といっ

た状況の変化によって問題視されるようになってきたという点に注目す

る必要がある。③も同様で、すでにみたように、韓国における法学教育

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　の
と法曹養成は別個のものとして生成したのである。④、⑤は若干相反す

るようなものであるが、現代的要請に応えようとする法学教育の過渡期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　の
的産物であるという点では同一の問題群にあると考えることもできる。

⑥、⑦もよく指摘される共通認識である。このように法学教育に関する

議論は多いが、次の指摘がその問題性を如実にあらわしている。「『韓国

では制度の改善より人間がまず老いぼれてしまう』という言葉があらわ

すように、どんなに主張しても改善の気配が見えないということが実の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ところ法学教育の問題点のようである」。

4　司法試験と法学教育の「不連続論」

　司法試験と法学教育は連続していないのだろうか、再考してみたい。

各種統計によれば、2002年度司法試験合格者（総998名）のうち、ソウ

ル大学校出身者は333名であり、以下高麗大学校176名、延世大学校118

名、漢陽大学校56名、成型館大学校34名、梨花女子大学校39名、釜山大

学校40名、慶北大学校33名と続く。このほか、同年司法試験合格者を1

名以上輩出した大学校は19大学校に上り、総967名が大学以上卒業・修

了者である。確かにソウル大学校がおよそ3分の1と、その大学間格差

は明らかであるが、合格者の97％が大学で学んだ経験を有しているとい

うことは、むしろ学校教育と司法試験との相関関係を示している。とこ

ろが、全合格者に占める在学生は2002年度総998名中、159名となってお

りこれは比率では15．9％である。また、合格者のうち、法学を主専攻と
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しなかった者の数は第34期司法研修生（2002年度合格者）972名中、274

　　　　　　　　　　
名（28．1％）である。さらに、女子研修生比率も上昇しており第34期で

は230名（23．7％）が女性となっている。在学生の減少は人生浪費論、

国家人力浪費論にも関連して試験の難関性を物語るものであるが、法学

教育との関連でいえば、大学で提供される教育のみでは司法試験に受か

ることはできないという一つの証左とされる。同様に法学非専攻者の数

値は学部制そのものの問題性を暴露し、女性の合格者の増加は女性の潜

在的受験生の増加を意味する。これらが「不連続論」を支えており、法

学教育の問題性がここに指摘されることになる。

　しかし、在学生合格者数の比率は1997年度から2002年度にかけて、

16．7％（1997年度）、21．1％（1998年度）、22．3％（1999年度）、24．8％

（2000年度）、20．2％（2001年度）、15．9％（2002年度）と推移しており、

従来一定の割合を占めてきた。非法学専攻者についても同様であって、

同時期その比率は、24．3％（1997年度）、21．2％（1998年度）、22．2％

（1999年度）、34．0％（2000年度）、27．7％（200！年度）、28．1％（2002年

度）となっている。優秀な学生、試験特性に優れた学生はそもそもどの

学科にも存在し、また戦略的に他専攻を選択する潜在的な法科大学学生

は少なからずいるものであって、非法学専攻者に関する議論は単に法科

大学の問題点に重ねられるべき性質のものではない。「大学の考試学院

化」論にも若干の恣意性が含まれている。そもそも「非法学専攻」と呼

ばれるもののなかに、就職を約束してくれるものなど存在していないの

であるから、就職活動の一環として司法試験勉強に打ち込むことは一つ

の可能性の追求という側面からとらえうる。応試資格制限論者は実にこ

の可能性を潜在的に排除しようとするが、現実的な有効性は疑わしい。

むしろ、「大学の考試学院化」論の本質は、法科大学における法学教育

の問題性を騒ぎ立てることで、法科大学の地位を相対的に高めようとす

　　　　　　　　　　　く　の
るものであるかもしれない。
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5　小　括

　法学教育と法曹養成制度はもともと別々に生成、発展してきたにもか

かわらず、この不連続性がことさら問題として認識されるようになった

のは、環境の変化によるところが大きい。現在、司法試験や法学教育自

体に内在する諸契機を「問題視」することで比較的安易に問題が構成さ

れる傾向にある。たとえば、司法試験応試資格無制限制度は、もともと

原理的には社会平等論的観点から考察されるものであるが、現代的感覚

に従えば、それは無用の混乱を巻き起こす装置ともなりうる。この構i造

は「不連続性」の問題構成にも当てはまる。

　司法試験を問題化し、必要法曹数を科学的に割り出し、それを達成す

る機関として法学教育を位置づけるという「不連続性」は、・しかし多く

の問題を産み出してきた。ここでは、法曹養成制度と法学教育体制との

連係が、対立項としていったんそれらを措定することによって説かれる

ことになる。このような無機質な構造のなかで描かれるロースクール像

はまた歪なものとならざるをえなかった。それでは本来このようなこと

を問題とすべき法学教授はこの期間どのような状況にあり、またどのよ

うな役割を果たしてきたのか、次章で検討してみたい。
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　　者を除いた数値である。詳しくは前掲、司二二（2003）219頁参照。

（72）　山相鏑（1994）「法曹人潮活動領域斗適正妊法曹人口」、『法学』（94）、

　　六三大学校法学研究所、32頁。

（73）同上。

（74）たとえば韓国開発研究院（1995）は、韓国が大陸法系であることを引き

　　合いに出し、弁護士の増加は必然的には訴訟増加につながらないと楽観的

　　な見解を示している（前掲、韓国開発研究院（1995）30頁参照）。一方

　　「統一論」は、南北統一に備えて法曹を大量に準備しておく必要があると

　　いう議論で、強力な増員賛成論である。三智号（2001）「四望入1司三思唱

　　刈三7η司二二」、『二二調査研究』（5－2）、統一研究所、283－321頁参照。

（75）　二二球（！995）「司法制度改革潮基本方向一二速三巴三一」、『垂司1

　　元旦』（296）、豊司型旦朴、5頁。これに関連して妊三唱（1995）は、法曹

　　人による法曹増員反対論の要諦を以下の四つに整理した。①法曹人数の増

　　大は法曹人の質的低下をもたらす、②類似法曹を含む場合、法曹人数は少

　　なくない、③経済的規模に比べれば、わが国の法曹人数は日本のそれより

　　も多い、③弁護士亡国論まで巻き起こっているアメリカの現実を他山の石

　　とみなさなければならない、とするものがそれである。これらに対しそれ

　　ぞれ、「表面的にすぎる」、「皮相的」、「日本は法治後進国である」、「Mag

　　ee理論によれば1994年時適性弁護士数は5万6千名である」（現実的には当

　　時鳥3千5百名であった）と応答されている（尋rユ唱（1995）「琴二二♀1醒

　　朴咽7η習斗二王二二二二刈○回。倭｝叫」、『大学教育』（75）、二日大学

　　教育協議会、127－128頁参照）。君司剋・二二司入1四望引朴唱召入1二日

　　（1996）も同様の議論を行っている（室｝φ二手朴司入1二三q1入噌看入1租司

　　（1996）　『二二1暑　♀1す｝　ノ・｝一己7｝1司』、　室｝（⇒二三F入｝・司入1「ユ・笹τ羽　入ト咽イ｝入1二日、

　　172－177頁参照）。

（76）金鐵容（ユ996）「法学教育・考試制度到改革斗課題」、『考試界』（472ユ）、

　　国家考試学会、31頁。

（77）　ちなみに、近代法学教育の出発点は京城法学専修学校（1911）における

　　法学専門教育にみることができる。魁フ1層（1997）「二号剤剋フ1趙呈智皿

　　噌刈望子一層司’三軒萢二二皿咽二一」、『師大論集』（21）、高麗大

　　学校師範大学、146－179頁参照。また法曹養成は法官養成所（1894．12－

　　1909．10）において始まったとされる。イ］互石（1999）［習モ｝（昔想杢到ス日

　　層叫山田想」、『東亜論叢』（36）、東亜大学校、107－127頁参照。

（78）　法学教育に関する先行研究のうち、韓国法学教授会（ユ971）はすでに古

　　典的存在である（前掲、韓国法学教授会（1971））。また刈｛｝大学校法学研

　　究所（1988）も評価が高い（刈｛｝大学校法学研究所（1988）『法学教育斗
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　　司法制度改革』、刈含大学校出版部）。Jay　Murphy（1965）は、体系的

　　に韓国の法学教育をあらわしたもので、この功績を認めるものは多い

　　（Jay　Murphy（1965）ゐεgα♂E伽。α蕊。π♂πα1）εoθ伽加g　N磁。π’7んθ

　　κorθαEκpθrどθηoθ，　Graduate　School　of　Law　Seoul　Natiomal　Univers

　　ity）。

（79）　一方、大学院の問題を兵役延期措置という点からみる見方も一般的であ

　　る。前掲、李下戴（1984）、安京華（1992）「大学院法学教育到問題点斗

　　改善策」、『法学』（89）、刈金大学校法学研究所、22－41頁などを参照。

（80）　これについては法学図書館の貧弱さが強調されることが多い。上葉スト

　　（2000）「勤王4唱叫豆舟暑♀1重｝唱コ干疏隔下刈辛｝潮刈三料雪誓」、『を

　　テ三刈豊層別軒弱ス1』（31－2）、妊号三障豊層振鈴剥、303－332頁などを

　　参照。

（81）　他方、「法学教育の目的は、広い意味の法律専門家のための職業教育に

　　設定されなければならない」（二召辛モ｝（1978）「韓国法学教育到問題点叫ユ

　　改善方向」、『論文集』（7－1）、告週朝司’正角翌剋暑朴遇斗軒q子杢韓国

　　呈糾望子杢、8頁）など、職業教育に特化していくことを目的とする見方

　　もある。

（82）　前掲、梁承斗（1997）！0頁。

（83）　しかし、法学教育と法曹養成とを過度に結合させる議論は多い。たとえ

　　ば奄昇菩（1995）によれば法学教育は二つに分けられるが、一つはわかり

　　づらい法律用語などを使用する非民主的で国籍のない法学教育であり、も

　　う一つは、国民のための法学教育である（重｝昇暑（1995）「唱尋丑舟潮7”

　　司厨ユ事書」、『法学研究』（6－1）、忠南大学校法学研究所、126頁参照）。

　　当然、後者が志向されるべきであって、「法曹倫理教育はもちろん、韓国

　　法制史教育を通じて、民主法曹人を養成し、国籍のある法学教育を実現し

　　なければならない」（同133頁）。

（84）　これに関して、基礎法学関連科目や国際法科目が犠牲になっているとい

　　う指摘は多い。車鋪碩（1985）は、韓国の法学研究が「教科書法文化の風

　　土」（前掲、車引碩（1985）113頁）にあるとし、とくに基礎研究の脆弱さ

　　を指摘している（同114頁）。金昌緑（1999）も、基礎法学が「冷飯」を食

　　わせられている現状を批判し、その根底には、基礎法学科目を実定法三教

　　授の「副専攻」ないしは「趣味活動」に考える雰囲気があるという　（金昌

　　緑（1999）「薄恥｛｝入1司釧基礎法学教育」、『法学研究』（40－1）、釜山大

　　学校法学研究所、8頁）。そのほか、孫珠贋（1981）も基礎法学の重要性を

　　訴え続けている（孫珠噴（1981）「法学教育潮問題点斗改善方法」、『法

　　政論叢』（3）、国民大学校法学研究所、5－18頁）。国際法領域の現状に関す

　　る問題点については、李丙朝（1992）「国際化時代列銀酬刈釧法学教育
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　潮課題」、『法学論文集』、中央大学校法学研究所、139－151頁などを参照。

（85）　前掲、司秀エ（1994）23頁。

（86）　全国4年制大学入学定員に占める法科大学入学定員の割合は全体の入学

　定員の約3％である（2002年度）。前掲、立話鬼（2003）232頁参照。

（87）神学、医学、そして法学は古来特別の地位を与えられてきたという議論

　はよく唱えられている。2003年度より韓国では医科大学・医学教育体制が

　再編され、これにより法科大学の地位要求が俄然強まった。前掲、司平身

　　（2003）234－236頁に詳しい。

第3章法学教授論理の再構成

1　法学教授をめぐる問題情況の一角

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
　2002年4月1日現在、法科大学数は91、専任教員数は921名である。

単純比1校あたり10名の教員を割り当てることが可能である。しかし実

のところ、「大部分の大学が法学教育の各分野別に必要な教授要員を確

　　　　　　　　
保できていない」状況にある。

表3　全国の法科大学数、法科大学専任教員数、法科大学学生数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2002年4月1日現在）

全　　　国 有力大学校 そ　の　他

法　科　大　学　数 91 13 78

法科大学専任教員数 921 248 673

平　均　教　員　数 10．1 19．1 8．6

法科大学学生数 63，370 17，602 45，768

平均　学　生　数 696 1，354 586

教員対学生比率 1：69 1：71 1：68

（前掲、司唱望（2003）222－232頁ほかを参照し作成）

　表3は2002年度4月1日現在の全国の法科大学数、法科大学専任教員、

法科大学学生数をまとめたものである。このうち「有力大学校」は司法

試験合格者を多く輩出し、司法試験との相関関係が高いと思われる13大
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　　　　　　　　　　　　　　く　の
学校を便宜上一括したものである。これをみると、予想通り教員数の配
　　　　　　　く　ユラ
置は傾斜している。教員数対学生比率だけをみれば、全国1：69、有力

大学校1：71、その他ユ：68と大差ないが、平均教員数では有力大学校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
は全国の約2倍、その他の2倍強となっている。学生数と教員数の増加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　ヨ　
率を示す他のデータもこのことを裏付けている。教員の絶対的不足は構

造的な問題と深く関係しているようである。

2　ロースクール論理の再構成

　ロースクール論理は内在的契機と外在的契機によって成り立っている。

内在的契機とは主に法学教育の問題点によって導かれるものであり、よ

り正確には、問題として認識されるようなってきた諸点に依拠するもの

であった。通常ロースクール論理は法学教育を批判し、その問題性を暴

露するという形をとる。そしてやがてそれは、「法科大学卒業生がすべ

て弁護士資格をえられるようにするか、あるいは大部分合格することが

　　　　　　　　　　　　　　　　の
できるようにすることが望ましい」という観点に立つ「不連続論」や

「9割の学生は学問的訓練に関心があるのではなく、現制度上兵役延期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら　
の恵沢を受けながら、司法試験など国家試験を準備している学生である」

という大学院の教育問題に関する主張などを吸収していくようになる。

この過程において、従来同じ領域を扱ってきた年限延長論との衝突、摺

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う
り合わせ作業は必然となる。この年限延長論は、「5年思案」、「6年制

く　

案」を骨子とし、広義として「4年制案」をも含むものである。改革論

争において、法学教育改革は年限延長論を中心に考えられてきたという

経緯から、年限延長論がロースクール論理を取り込もうとする構図があ

らわれた。

　では一方、ロースクール論理の外在的契機とは何であろうか。たとえ

ば、司囲週（2002）は、「いわゆるロースクール（法学専門大学院）制

度導入へと法学教育・法律家養成制度の改革は行われていったけれども、

結局は挫折することとなった。かえってわれわれの法学教育改革の論議
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う
に刺激を受けた日本では綿密な研究・検討がなされ…（以下略一筆者）」

としているが、ここでは韓国のロースクール論理とわが国のロースクー

ル論議との関係性が「刺激を受けた」という形を借りて描かれている。

そもそも、ロースクール理論は、日帝（日本帝国主義一筆者註）問題と

「親和的」であった。高冷庫・二品吉（1995）は「日帝の遺産」を問題
　く　　　

視し、また叫喜層（2000）は「法を守らないことが愛国である道であっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　う
た、幸せのない恐ろしい時代の記憶を清算できていない現実がある」と

した。さらに忍三重（1999）も、朝鮮時代の法の遺産よりも、日記時代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユ　
の法の影響がより強力に残っていることを確認している。また、法律サー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　ラ
ビス市場開放問題も外在的契機の一つと考えることができる。

　こうしたロースクール論理をめぐり賛成反対両論が巻き起こった。賛

成論は積極的賛成論と消極的賛成論とにわけることができる。積極的賛

成論は起爆剤としてのロースクール論理を過大に評価するものであるが、

消極的賛成論は「優秀な子供を『あほ』にする法科大学に送らなくて済
く　　

む」といった程度の認識に支えられている。反対論も原理的反対論、現

実的反対論とに分けられる。前者は韓国の法制度体系の性格に論拠する
　　　　くユ　
ものである。しかし反対論の中心は後者である。これは現実的な観点か

ら、現状の法学教育・法－曹養成制度とロースクールの齪齪を問題淫する

ものである。法学教育との関係でいえば、大学での講義方式が教授一方

の講義式であることを指摘して、既存の大学教授層はロースクールにお

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　
ける新しいスタイルの講義方式になじめない、韓国社会においては、結

局法学専門大学院入試が司法試験一次試験となり、法学専門大学院教育

　　　　　　　　　　　　　　　　くユ　
も二次試験準備過程になるだけのこと、弁護士資格は何の価値もない資

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユ　
格証になり、本物の弁護士資格を新しく作り出さなければならなくなる、

などの主張が繰り返される。このような反対論への疑問は、権威主義、

　　　　　　　　　　　　　　　　　く　ラ
既得権層に対抗する形をとるようになる。
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3　ロースクール論理と法学教授論理

　ロースクール論理は、これまでの法学教授像に対しても再考を迫った。

崔大権（2002）は、「学者としての教育・訓練よりも、師匠一弟子など

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　
という人脈形成に関心と努力を払う教授たちも多くみかけられる」とそ

の問題性を指摘している。また梁彰沫（1995）は、「法学教授の姿勢や

態度、あるいは能力に関する議論を抜きにした法学教育制度改革論は砂

　　　　　　　　　　　　く　の
上の楼閣といわざるをえない」と法学教育改革と法学教授の関係性につ

いて語った。このように、法学教授そのものへ関心が向けられ、また同

時にこれを問題として構成していく動きもロースクール論理の台頭とまっ

たく無関係ではなかった。すなわち、ロースクール時代に即応できる法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユ　　
学教授の養成が急務だと考えられたからである。

　また、法科大学の権威体制、法学教授層における序列関係も問題視さ
　　　　　　　くユユの
れるようになった。たとえば全三鉱（2000）は、ソウル大学校、高麗大

学校、延世大学校、梨花女子大学校、成町館大学校の改革案を紹介しな

がら、「法学専門大学院制度が望ましいかという問題に対して、われわ

れ崇実大学としては、これを拒否することのできる環境や条件が造成さ
　　　　く　う
れていない」と有力大学校中心の議論を批判し、一方釜山大学校の招叩

組子（2000）は「万一、法学大学院設立の条件が整わず設置できないな

らば、釜山大学校の法科大学はもちろん、釜山大学校全体の位相が大き

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユユの
く低下することはあらためていうべくもない」と、地方大学としての危

機感を表明した。これらはいずれも懸念課題であったわけだが、ロース

クール論理はこれらを明示的にする役割を果たすことになったのである。

　また、ロースクール論理は意識的に忘却されてきた法曹人と法学教授

の序列関係への注視をうながした。安京換（1992）は「現在の大学院制

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　
度では、法曹を知的に引導する法学者の養成は難しい」としたが、いわ

ゆる法曹実務家の存在、「実務家教授」は法学教授に大きなインパクト

を与えることとなった。一方、これに対する揺り戻し論議も盛んに行わ

れる。たとえば李相敦（1999）はこの問題に触れ、弁護士資格を有して
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いながら、なおかつ教授を志すという場合には、何よりも弁護士業務が

肌に合っていないことが多いと指摘しており、「実務家教授」に疑義を
　　　　　　くロの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロエの

投げかけている。これに関連して、法学教授への弁護士資格付与問題や

　　　　　　　　　　　　　ロ　　
憲法裁判官の任官資格要件問題なども論議の的となった。このような侵

入制限は、諸外国にはみられない法学教授一法曹関係の成立に寄与して
　　　　　　　　　く　　　
いると考えられてきたが、ロースクール論理はその再考を問うことになつ
　　　　くユ　の
たのである。

4　ロースクール論争における法学教授

　これまでみてきたところがらすれば、ロースクール論理は法学教育そ

のものを止揚しようとするものでもあり、法学教授層は分裂していくこ

とになる。たとえば、司法研修院の存続問題について、ぞ碧皇他

（2000）は「法学専門大学院内で法曹としての基本的な素養ならびに基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　の
本法知識を十分に習得できるよう教育課程が整えられなければならない」

としつつ、法学専門大学院教育課程の上に司法研修院教育を描いた。ロー

スクールに協調的な法学教授層は一方で長らく年限延長案の主唱者でも

あったのであり、法学教授層のゆらぎはここでも確認できる。このよう

なロースクール理論に対する微妙な立場は、改革論議においても明らか

であった。表4は司法改革推進委員会が2000年段階でロースクール導入

に関する各界の意見を集約したものを再整理したものであるが、法学教

表4　2000年段階における各界の意見（ロースクールに関する司法改革

　　　推進委員会の把握）

大法院
法務部

i法務省一筆者註）

大韓弁護

m協会
新教育共

ｯ体委員
韓国法学

ｳ授会
全国法科

蜉w協議
法学教育

?v共同
､究会

司法改革

ﾌための
s民・社
?c体連佃』ム…≡芭奄〒∫耳峨

法曹界 法曹界 法曹界 行　政 学　界 学　界 学　界 市民団体

× × × ◎ △ △ ○ ◎

（前掲、司法改革推進委員会（2000．a）407－427頁をもとに作成）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほ　の
授層はロースクール化に関して意見を収敏し得なかったのである。

　また、ロースクールの導入時期をめぐるいわゆる「時期論」も議論の

膠着化を誘発し、法学教授層には次第に重荷となっていく。準備が完了

したところがらはじめるという段階論、大枠をだけを決めておいて一斉

にスタートさせるという一斉論に大別しうるが、議論の大半は段階論を
　　　　　くユ　
支持していた。

5　小　括

　ロースクール論理は多くの矛盾や問題点を孕みつつ、法学教授論理に

多大な影響を及ぼした。たとえば「国家試験前線の最終残留生が教授と

　　　　　　　　　く　う
なるという奇異な現象」が指摘されてきたが、「国家試験前線の最終残

留生」が「ロースクール脱落者」にとって代わることは容易である。こ

の場合、法学教授論にとってロースクール論理はむしろ危険な存在であ

る。また、ロースクール論争のなかで、法学教授と法曹界の関係は非常

に曖昧なものとしてあらわれてきた。「明王4昇」、すなわち「法曹四重」

という語の存在は奇異であり、いわゆるロースクール問題が、教育の問

題であるのか、法曹界の問題であるのか、このようなことが主張される

　　　　　　　　　　　　　　　　くユ　
そのこと自体の問題性は明らかである。つまるところ法学教授論理は、

ロースクール論理に対抗できるほど自己完結的な環を形成するにはいたつ

ていなかったとみることができる。このため法学教授層の間に深刻な分

裂が起こり、ロースクール改革論議においては指導的役割を果たすこと

もできなかったのである。法学教育の再構成は実のところ法学教授論理

の再構成によりはじめられなければならないことを、ロースクール論理

は明らかにしたともいえる。
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　　た」（前掲、崔大権（1984）82頁）など、付与基準に関する議論は錯綜し

　　ている。

（118）先進各国では憲法裁判所（わが国は最高裁、アメリカは連邦大審院）裁

　　判官職を法学教授に解放している一方、韓国は法学教授の参入を認めてい

　　ない。王噌｛｝（1999）「テ剋二三司二二朴唱7個潮高山」、『社会科学論

　　叢』（15－1）、明治大学校社会科学研究所、67頁参照。

（119）開放に伴う実質的な影響については、それほど過大評価はなされていな

　　い。たとえば、「弁護士資格を付与したとしても、法学教授がいざ開業し、

　　それによって既存の開業弁護士に脅威を与えるなどと考えることは誤りで

　　ある」（前掲、崔大権（1984）82頁）。また、二手望（2001）は、有名な法

　　学教授であった人物が、訴訟手続きには実に疎かったという例を出し、間

　　接的に懐疑論を支持した。右手組（2001）「唱叫皿牛鯛q1三唱王剋ス圏

　　早・別、『憲法学研究』（7－1）、を号観二二司、52－60頁参照。

（120）現代的関心によれば、この問題は法学教授一法－曹関係や、司法制度領域

　　の問題にとどまらず、むしろ国際的な観点から克服されなければならない

　　という。二二剋（2001）「法曹人釧大幅増員二二専門二三芒法曹二二

　　時代的要請・国家発展到関鍵」、『憲法学研究』（7－1）、二号二三二二、18－

　　51頁参照。

（121）前掲、二二皇他（2000）396頁。

（122）「当時、一部大学教授たちが、政府の司法改革推進に参加し、何が何で

　　もアメリカ式ロースクールを主張したということは、法学教授全体の意見

　　調整がなかったという問題点と同時に、内容上の代表性もなかったという

　　点で反省しなければならない」（前掲、叫杢｝71（1998）319頁）と法学教授

　　層の不一体化性は認識されていた。

（123）たとえば、想昇剋（1995）は、国立法科大学院をソウルと地方に2～3個



（308）209韓国ロースクール論争と「法と社会」のゆらぎ（1）（久保山力也）

　程度、1997年に開設すべきとしていた（碧叶剋（1995）「咽叫並舟釧7個

　曽磐」、『耳叫釧謹』、冴叫層司r旦子組、69頁参照）。また準準亨（1995）も

　1996年3月1日から最小限2－4個の法科大学をつくることを主張した（洪

　準亨（1995）「重｝号法学教育釧改革法案斗課題」、『考試界』（460）、57

　頁参照）。そのほか、前掲、司暑エ（1994）なども参照。

（124）前掲、安京喚（1992）、27頁。

（125）法学教育改革において積極的に法学教授主導の法学教育改革が唱える立

　場によれば、「憲法精神に見合った問題の解決は、法学教育専門家たる法

　学教授の自律に預けられなければならない」、「法科大学教授の代表である

　全国法科大学長協議会が中心になって理想的な方法を講究するしかない」

　　（。1入1品（2000）「唱叫丑暑潮凪叫二君」、『慶煕法学』（35－1）、慶煕法学

　研究所、13－14頁）とされる。

結　語

　　　　　　　　　　　　　　くユ　
　韓国社会はよく「総体的腐敗」という言葉であらわされる。そのよう

ななか、「ロースクール導入問題」は多くの期待感をもって受け止めら

れた。「司法改革」は使い古された、疲れた用語であり続け、ロースクー

ル論理は司法改革論理を否定し、やがてはそれを突き抜けていった。旧

態然の「司法改革」の背後には「韓国的エピソード」がある。第ユ章で

整理したメインストリームは、ロースクール論理とこの「韓国的エピソー

ド」との攻防として理解することができる。ところが、議論の長期化は、

ロースクール論理そのものをゆらがせ、結果多くの問題が引き起こされ

ることになった。法学教育論理との確執とのなかで、次第に機軸を失っ

ていくロースクール論理の姿があらわになっていく。迷走をはじめたロー

スクール論理は法学教授論理にとり非常に微妙な存在となって立ちあら

われた。かくして、10年に及ぶロースクール論争は、韓国の法と社会の

諸問題を暴きながらいったん幕を閉じる。これを「失敗」とみる見方は

それとしても、過ぎ去ったロースクール論理が巻き起こした砂煙は、韓

国の法と社会にとって大きな成果とならなければならない。この状況を

一言で表現するならば、それは実にドラマティックであった。

　現在、新しい改革機構がロースクール導入問題に関する議論を行って
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いる。2004年中、ないし2005年度には導入するという声も聞こえるが、

それはたとえば2004年度からロースクール制度を実施したわが国との比

較的視点からとらえられてはならない。10年が経ち、ロースクール論理

は「韓国的エピソード」のなかで再び議論されようとしている。韓国の

法と社会の飛躍は、ロースクール論理がそのせめぎあいの過程で明らか

にした諸問題への真摯な反省によってのみ達成されることを忘れてはな

らない。

　最後に、本稿の意義に若干触れることで、結語に代えたい。法と社会

の分野において、わが国はこれまで韓国側からの「紹介」を受け取るこ

とに終始してきた。多分にこれは韓国の法や法制度が植民地時代に生成

してきたという共通認識に拠っている。このことは、微妙なバランスを

とりつつ、意図的に忘却されてきた。しかし、主体的な取り組みを目指

す最近の傾向は、お互いがともに批判しあえるフォーラムの形成を志す

のであり、双方向性はこの必須の条件である。「紹介」は、一方では誤

解を生む契機ともなり、また一方では自省する機会を失わせてきた。本

稿は、奇しくもこの期間両国において大きなトピックとしてあらわれて

きたロースクール問題を素材とし、それを韓国という枠組みで解釈する

ものであったが、韓国の法と社会に対する研究の一つの試みとして受け

　　　　　　　　　　　　　く　　
取っていただければ幸いである。
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